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施
策
の
基
本
情
報

・全国的に医師、看護師不足の状況が続いている。市内においても、佐野准看護学校の新入学
生が減少しており、将来の看護師不足が危惧される。
・超高齢社会を迎え、在宅医療のニーズが増加している。 
・議会や市民から、市民病院の二次救急医療病院群輪番制への復帰要望がある。 
・新型コロナウイルス感染症が２類感染症から５類感染症へと引き下げられた。 そのことにより、
新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関への支援制度が、廃止となった。
・へき地診療所支援について、令和６年度から佐野厚生総合病院による野上診療所への支援
が開始となった。

・かかりつけ医を持ち、特定健康診査や
がん検診等を受診し、病気の早期発見・
早期治療を目指す。

・従業員の健康管理にあたっては、病
気の早期発見・早期治療のため、かか
りつけ医を持つよう推奨する。

・中山間地域の住民が安心できる医療体制
を構築する。 
・民間譲渡となった市民病院に対する支援を
行い、持続可能な経営を目指す。 
・医療機関に対する支援を行い、地域医療
体制の充実を図る。 

・かかりつけ医の必要性について、関係機関と連携し、医療現場での周知や広報紙への掲載、
公用車へのマグネット貼付、本庁舎及び田沼・葛生行政センターへの横断幕（懸垂幕）の掲示な
どにより市民への啓発に努めた。しかし、かかりつけ医を持っている市民の割合は目標未達成
であったため、周知を強化する必要がある。
・市民病院への民間譲渡に関する基本協定に基づく支援を行い、自立した病院経営が可能にな
るよう努め、地域医療体制の維持を図った。
・国民健康保険診療所において、県の派遣医師や市民病院代診医師を活用し、診療日の確保を
行った。
・救急医療を担う足利赤十字病院・佐野厚生総合病院・佐野市民病院に対して運営支援を行
い、救急時の地域医療体制を確保・維持に努めた。
・医療現場において、患者の体調などの状態把握をするには対面での診察を基本としており、オ
ンライン診療を可能としている医療機関の登録数は、全国でみても県内でも2割に満たないこと
から、市単独での推奨には至らなかった。そのため、導入への理解促進までは期間を要すが、
継続して検討している状況である。
・夜間・深夜透析の推進のため、実態調査を行い、その状況を分析中であるが、人的要件や収
支の問題から導入には至っておらず、継続して検討している状況である。
・本施策の全体の事業費は、令和５年度決算額が６億７，０４６万円で、令和４年度決算額６億
９，０７３万円と比べ、２，０２７万円減（２．９％の減）となった。その主な要因は、新型コロナウイ
ルス感染症対策支援事業（救急医療体制支援事業・包括支援事業）の支出がなくなったことによ
るものである。

【令和６年度で(解決する課題】
・ オンライン診療導入の検討
・夜間・深夜透析導入の検討
　

【令和７年度以降にも引き継がれる課題】
①かかりつけ医を持つことへの更なる理解促進
②佐野市民病院の持続可能な運営支援
③国民健康保険診療所の安定運営

【令和７年度重点課題】
④救急医療機関への適切な支援
⑤医療従事者の確保

①病気の早期発見、早期治療につなげるとともに、医療機関
への患者の集中により医療現場が混乱しないよう、かかりつ
け医を持つ市民の割合を増やす。
②佐野市民病院に民間譲渡に関する基本協定書に基づく支
援を行い、持続可能な経営ができるようにすることで、医療体
制を確保する。
③中山間地域において、安心して医療が受けられるよう、栃
木県との連携や、へき地医療拠点病院である市民病院・佐野
厚生総合病院の協力を得ながら、へき地診療所４箇所を含む
５箇所の国民健康保険診療所の安定運営を維持する。
④必要なときに必要な医療が受けられるよう、救急医療体制
の充実を図る。
⑤医療従事者確保のため、佐野准看護学校への支援を行うと
ともに、リカレント教育や復職を希望する方に対して支援を行
う。

地域医療
体制の確
保

・医療機関
（病院）
・医療機関
（一般・歯科）

・薬剤師会

・地域医療体制を
確保し、市民に身
近で安心した医療
等を提供できる。

救急・高度
医療体制
の充実

・医療機関
（病院）
・医療機関
（一般・歯科）

・緊急時に安心し
て適切な医療が提
供できる。
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施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

健康増進課

伊東　知美

施策の目的
「対　象」

①地域医療体制を構成する医療機関（市外の病院）
②市内医療機関（病院）
③市内医療機関（一般診療所、歯科診療所）

①
かかりつけの医者を持っている市民
の割合

％

②
市内の医療体制に満足している市民
の割合

％

③
成果指標の
取得方法

④

①
市内医療機関数
（病院、診療所）

社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

・新型コロナウイルス感染症による市内医療機関の負担軽減を図るため、必要に応じ支援する。
・保健所、佐野市医師会等と連携するとともに、広報さのやＳＮＳなどを活用し、市民に周知する
ことで、かかりつけ医を持つ市民を増やす。
・市民病院に民間譲渡に関する基本協定書に基づく支援を行い、市民の受診機会の確保を図
る。
・へき地診療所４箇所を含む５箇所の国保診療所の安定経営を図るために、必要な資源を確保
する。
・救急医療機関への支援を行い、救急医療体制を維持する。
・佐野市医師会附属佐野准看護学校へ学校運営費補助金を交付し支援を行う。また、市内医療
機関にオンライン診療医療機関の登録を推奨するほか、県の病診連携システムの活用を勧め
る。
・夜間・深夜の透析の実施について、市内医療機関と協議を行う。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関への支援制度が、廃止となった。
・安足健康福祉センター、佐野市医師会、佐野歯科医師会及び佐野市薬剤師会と連携し、広報さ
のやＳＮＳへの掲載や、啓発品（ポケットティッシュ）の配付などをとおして、市民へかかりつけ医の
啓発を行った。（地域医療総務事務費）
・佐野市民病院を運営する法人に対して、「民間譲渡に関する基本協定」に基づく支援を行った。
（市民病院等移行期運営支援事業等）
・市内５箇所の国民健康保険診療所の設置を継続し、運営の安定化を図った。（国民健康保険診
療所運営事業・国民健康保険野上診療所維持管理事業等）
・休日夜間緊急診療所、休日歯科診療所、二次救急医療輪番制病院を支援するとともに、救急医
療体制の確保について協議を行った。（佐野休日・夜間緊急診療所運営支援事業・佐野休日歯科
診療所運営支援事業・両毛救急医療圏二次救急医療参画事業）
・佐野准看護学校への支援を行い、地域医療を支える人材の確保に努めた。（佐野市医師会附
属佐野准看学校運営費支援事業）市内医療機関へのオンライン診療医療機関登録や、県の病診
連携システム活用については、推奨には至らなかった。
・市内医療機関に夜間・深夜の透析の実施についてアンケート調査を行ったが、市内医療機関と
の協議までは至らなかった。
【施策・基本事業の成果指標達成状況】
・「かかりつけの医者を持っている市民の割合」は、前年度比３．８ポイント増であったが、目標未
達成となった。
・「市内の医療体制に満足している市民の割合」は、前年度比１．６ポイント減で目標未達成となっ
た。
・「佐野准看護学校市内就職率」は、前年度比１６．７ポイント増であったが、それ以外の基本事業
の成果指標は横ばいの状況であった。

成果
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④ ④

施
策

実績 実績

全て達成

一部未達成

全て未達成

３．施策の目標達成度評価
令和５年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

目標 目標

実績 実績

目標 目標

実績 実績

目標 目標

実績 実績

目標 目標

実績 実績 1 1

目標 目標 1 1 1 1

実績 33.3 50.0 実績 2 2

目標 39.5 40.0 40.5 41.0 目標 2 2 2 2

実績 16 16 実績 2 2

目標 16 16 16 16 目標 2 2 2 2

箇所 ①
休日・夜間緊急診
療所数

箇所
実績 171 172 実績 1 1

R6 R7

目標 170 170 170 170 目標 1 1 1 1

実績

基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 R4 R5 R6 R7 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 R4 R5

市政に関するアンケート調査

実績 市政に関するアンケート調査

目標

実績 56.7 55.1

目標

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 R4 R5 R6 R7

目標 80.5 81.0 81.5 82.0①②③市民が必要な時に、安心して医療を受け
ることができるようにする。 実績 70.3 74.1

目標 61.5 62.0 62.5 63.0

市内医療機関数（一般診療所・歯科診療所） 箇所 167 168

施策関係課 医療保険課、いきいき高齢課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 R4 R5 R6 R7

成果指標
設定の考え方

①かかりつけ医を持つことにより、医療が身近
にあることで、病気になった時には気軽に受診
できるため、早期受診、早期治療につながるこ
とから成果指標とした。 
②必要な時に安心して医療を受けることができ
るという施策の目的が、どれだけ達成している
かについては、市民の満足度を把握する必要
があるため、成果指標とした。

施策の目的
「意　図」

両毛地域医療体制(市外病院) 箇所 16 16

市内医療機関数（病院） 箇所 4 4

基本目標名 3 健やかで元気に暮らせるまちづくり
政　策　名 1 疾病を予防し健康で安心して暮らせるまちづくり
施　策　名 2 地域医療体制の充実

令和６年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和５年度実績に基づく評価） 作成日 令和 6 年 7 月 30 日


